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広島県職業能力開発計画素案に対する意見への対応について 
 

１ 趣旨・目的 

広島県職業能力開発計画素案について、警察・商工労働委員会における集中審議や県民意見募

集（パブリックコメント）での意見等を踏まえ、次のとおり対応する。 

 

２ 意見聴取状況 

（1）県議会（警察・商工労働委員会）における集中審議〔令和８年５月 19 日〕 

 ア 意見件数 ５件 

 イ 意見と対応方針 ※下線部：計画の記述を修正 

意見の内容 対応方針 
計画 

関連頁 

１ 県北地域における人材供給体制について

は、地域の事業者からの訓練継続の要望の

声が高い三次高等技術専門校の自動車整備

科を含め、実効性ある体制の確保に向け、地

域企業の実態や人材の需要の状況を十分踏

まえ、地域の理解を得ながら取り組まれた

いこと。 

  また、広島高等技術専門校について、地元

の事業者や地域の意見も確認しながら、慎

重に在り方を検討されたいこと。 

 県北地域について、三次高等技術専門校の

中長期的な運営の継続は困難な状況である一

方で、民間教育訓練機関の設置がほぼなく、求

職者のセーフティネット機能や地域産業への

人材供給・定着機能の維持・継続が重要である

ことから、同地域の訓練拠点や、今後実施すべ

き訓練分野と手法等を継続検討するととも

に、地域の産業界から訓練継続の要望がある

自動車整備科については、地域の行政機関や

関係団体等と連携し、計画期間前半の２年間

において、令和 10 年度までの入校状況や令和

９年度までの修了生に係る就職状況等を踏ま

え、同科の令和 11 年度以降の運営方針を含

め、同職種分野における今後の人材育成のあ

り方や育成した人材が地域に定着する仕組み

づくりなどを検討していくこととし、計画に

反映します。 

 広島高等技術専門校については、地域の行

政機関や産業界から、今後の方針に対する一

定の理解を得られていると認識していること

から、民間教育訓練機関やポリテクセンター

との競合状況を踏まえ、計画素案に掲げる方

針のとおりとし、引き続き、地元への理解促進

に努めてまいります。 

30～ 

32 

２ 高等技術専門校に対する求人について

は、企業からの人材ニーズの把握に向け、求

人倍率などを検証されたいこと。 

あわせて、高等技術専門校等の定員充足

率の低迷の一因として、地元企業や高校生

 今後の公共職業訓練の実施にあたっては、

企業等の人材ニーズの把握が不可欠であるこ

とから、県内の求人求職に係る需給ギャップ

の分析と併せて、企業等の人材ニーズを把握

し訓練内容に反映する仕組み等の構築を検討

－ 
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等の認知度が低いことが想定されることか

ら、広報手法の改善や事業者への訓練活用

の提案、訓練内容の再構築などに十分に取

り組む中で、高等技術専門校等の在り方を

検討されたいこと。 

するとともに、訓練対象を離転職者、在職者へ

転換する中で受講生を確保していくため、

様々な観点から、職業能力開発施設の認知度

向上に向けた広報手法等の更なる検討・実施

に努めてまいります。 

３ 地域への人材定着施策については、地域

産業に必要な人材の育成と地域への定着に

向けて、高等技術専門校修了生の地域への

定着状況について検証するとともに、自治

体や経済界とも十分連携しながら、奨学金

返済支援や就職支援なども含めた総合的な

人材定着施策の実施を検討し、県北地域を

含めた県内全域の産業人材を確保されたい

こと。 

地域産業が求める人材の育成及び定着に向

けては、人をコストではなく、資本と捉え、人

への投資によって企業の成長と持続的な経済

基盤の構築を図るべく、新卒者の採用力向上

のために、奨学金返済支援制度を導入してい

る企業に対する補助制度や、首都圏を中心に

集積する経験値の高い即戦力人材のマッチン

グ支援、従業員のリスキリングや多様な働き

方が選べる職場環境づくりなどの人的資本経

営を実践している企業の後押しなど、引き続

き、総合的政策として実施していくとともに、

職業能力開発施設の拠点化による体制強化を

図り、地元自治体や経済界とも連携し、公共職

業訓練を着実に実施することで、県内で必要

とされる人材の育成や供給に取り組んでまい

ります。 

－ 

４ 県内産業の持続的発展のためには、現場

を支える技能人材の育成・定着も極めて重

要であることから、中小企業が活用しやす

い在職者訓練の仕組みづくりや、企業・業界

団体との連携強化を進めるとともに、もの

づくり現場を支える実践的な人材育成機能

の充実に取り組まれたいこと。 

在職者訓練の実施にあたっては、デジタル

化などの業務変化に対応した新たな知識や技

術の習得ニーズに即応した訓練のメニュー化

を図るとともに、企業等が活用しやすい訓練

となるよう、訓練参加時の負担軽減等の観点

から、その実施手法や業界との連携体制の構

築などについても検討してまいります。 

－ 

５ 広島障害者職業能力開発校における施設

内訓練に比べ、委託訓練は就職率が低い状

況が生じていることから、一人一人の障害

の特性を捉えて企業とマッチングできる体

制を確保されたいこと。 

また、本県の公共職業能力開発施設は障

害者の進路先にもなっていることから、実

施体制の見直しを行う場合は、関連する事

業者とも連携しながら、障害者の進路先の

確保など、対応策の検討を慎重に進められ

たいこと。 

 障害者職業訓練の実施にあたっては、キャ

リアコンサルティングを活用した訓練生の職

業観の醸成や職場適応力の向上への取組、精

神保健福祉士による相談支援体制の強化等を

通じ、受講生個々の能力や適性を的確に把握

し、適切な就職先に繋ぐ体制を構築するとと

もに、障害者雇用を検討している企業へのヒ

アリング等により、採用に係るニーズを把握

し、企業内実習を組み合わせた実践的な職業

訓練を実施することで、障害者を採用したい

企業と訓練生のマッチングを図ってまいりま

す。 

また、就労を目指す障害者が一般就労の前

段階として障害者職業訓練を活用する流れを

確立するため、障害者就業・生活支援センター

や障害福祉サービス事業者等との連携を図っ

てまいります。 

－ 
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（2）県民意見募集（パブリックコメント）〔令和８年４月 17 日～５月 18 日〕 

 ア 意見件数 35 件（13 人・１団体） 

 イ 主な意見と対応方針（詳細は別紙のとおり） ※下線部：計画の記述を修正 
別紙

番号 
意見の内容 対応方針 

計画 

関連頁 

25 

三次校を廃止すると中山間地域のニーズ

の切捨てになる。老朽化を廃校の理由の１つ

とするのは問題がある。廃校する場合は、民

間機関の活用等について、実現可能な代替策

が必要である。 

 県北地域について、三次高等技術専門

校の中長期的な運営の継続は困難な状況

である一方で、民間教育訓練機関の設置

がほぼなく、求職者のセーフティネット

機能や地域産業への人材供給・定着機能

の維持・継続が重要であることから、同地

域の訓練拠点や、今後実施すべき訓練分

野と手法等を継続検討するとともに、地

域の産業界から訓練継続の要望がある自

動車整備科については、地域の行政機関

や関係団体等と連携し、計画期間前半の

２年間において、令和 10年度までの入校

状況や令和９年度までの修了生に係る就

職状況等を踏まえ、同科の令和 11 年度以

降の運営方針を含め、同職種分野におけ

る今後の人材育成のあり方や育成した人

材が地域に定着する仕組みづくりなどを

検討していくこととし、計画に反映しま

す。 

30～ 

32 

27 

弊社は自動車整備業であるが、三次地域に

は高等技術専門校に代わる教育施設は無く、

現状では自動車整備士 20人のうち６人がこ

ちらの卒業生であり、貴重な人材となってい

る。 

自動車整備士の絶対数が不足している現

状において、地元にこの施設があることが県

北の事業者の整備士供給源として非常に重

要になっている。広島市内及び瀬戸内沿岸地

域では民間の教育機関が存在するが、県北エ

リアにはない。そのことは地域事業者の人材

確保にとって非常に不利な状況になる。一

旦、エリア外に出るとそちらでの就職が多く

なって県北エリアへの就職を阻んでいる原

因でもある。 

そのような状況を踏まえて頂き、何らかの

形での支援を希望する。公共交通機関が限ら

れる県北エリアでは、自動車整備業は地域を

支える重要なインフラとなっている。今後の

事業を継続する前提で人材の確保無くして

成り立たない。中山間地域にこそ必要な施設

であると思う。 

経済的・コスト的な合理性だけで物事を決

定されると県北エリアには何も無くなるの

ではないか。 

 

３ 今後のスケジュール 

  令和８年７月上旬 計画策定 

  令和８年７月中旬 警察・商工労働委員会において計画策定報告 



 

 

 

 

広島県職業能力開発計画 
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令和８（2026）年○月 

  広島県 
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第１章 計画の基本的事項 

 

１ 計画策定の趣旨 

雇用・経済情勢等の変化や地域の実情に応じた公共職業訓練を実施するための基本計画とし

て策定します。 

 

２ 計画の位置づけ 

  職業能力開発促進法第５条に基づき国が策定する「職業能力開発基本計画」を参考に、地域の

実情を踏まえた公共職業訓練を実施するための計画として位置づけます。 

 

３ 計画期間 

  令和８（2026）年度から令和 12（2030）年度まで 

 

４ 公共職業訓練の概要 

（１）制度概要 

公共職業訓練は職業能力開発促進法に基づき、求職者が希望する仕事へ就職するために必

要な知識や技術などの習得支援、企業における在職者の能力開発、及び雇用する労働者の能

力開発を行う事業主に対する支援等の実施を目的に、求職者の再就職と県内企業への人材供

給を促進することとされています。 

国及び都道府県は、民間教育訓練機関では多大な投資コストが必要となり、実施が困難な

製造分野を中心に、大学や専門学校、専修学校といった学校教育等との重複を避けながら、

地域の産業における人材ニーズに応じた職業訓練を実施するものとされています。 

また、都道府県は職業能力開発校を設置することとされており、国及び都道府県が設置す

る公共職業能力開発施設において、普通職業訓練又は高度職業訓練をそれぞれ実施していま

す。 

 

   【職業能力開発促進法抜粋】 

   

 

 

 

 

 

 

 

  

■ 職業能力開発施策の目的（第１条 抜粋） 

  職業に必要な労働者の能力を開発し、及び向上させることを促進し、もつて、職業の安定と労働者の地位の向上を図

るとともに、経済及び社会の発展に寄与することを目的とする。 

 

■ 職業能力開発施策の基本理念（第３条 抜粋） 

   職業能力の開発及び向上の促進は、産業構造の変化、技術の進歩その他の経済的環境の変化による業務の内容の変化

に対する労働者の適応性を増大させ、及び転職に当たっての円滑な再就職に資するよう、労働者の職業生活設計に配慮

しつつ、その職業生活の全期間を通じて段階的かつ体系的に行われることを基本理念とする。 

 

■ 国及び県の責務（第４条第２項 抜粋） 

   国及び都道府県は、…事業主その他の関係者の行う職業訓練及び職業能力検定の振興並びにこれらの内容の充実並び

に労働者が自ら職業に関する教育訓練又は職業能力検定を受ける機会を確保するために事業主の行う援助…の奨励に努

める…、職業を転換しようとする労働者その他職業能力の開発及び向上について特に援助を必要とする者に対する職業

訓練の実施、事業主、事業主の団体等により行われる職業訓練の状況等にかんがみ必要とされる職業訓練の実施、…技

能検定の円滑な実施等に努めなければならない。  
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（２）県内で実施している公共職業訓練の概要 

本県では、学卒者などの若年者や離転職者を対象とした普通職業訓練を実施する高等技術

専門校と、学卒者を対象とした高度職業訓練を実施する技術短期大学校等を設置していま

す。 

また、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構（以下、「高齢・障害・求職者雇用

支援機構」という）においては、離転職者を対象とした普通職業訓練を実施する広島職業能

力開発促進センター（以下、「ポリテクセンター」という）と、学卒者を対象とした高度職

業訓練を実施する福山職業能力開発短期大学校（以下、「ポリテクカレッジ」という）を設

置しています。 

この他、企業が実施する在職者の能力向上のためにそれぞれの施設において、企業の在職

者を対象とした公共職業訓練（在職者訓練）を提供しています。 

公共職業訓練の実施にあたっては、それぞれの主体が対象者や訓練期間、地域等で役割分

担を行い、県全域で公共職業訓練を展開しています。 

    

【公共職業訓練の種類等】 

訓練 

種別 
課程 内容 

県内の公共職業能力 

開発施設 

普
通
職
業
訓
練 

普
通
課
程 

将来多様な技能及びこれに関する知識を有する労働

者となるために必要な基礎的な技能及びこれに関す

る知識を習得させるための長期間の課程 

広島高等技術専門校 

呉高等技術専門校 

福山高等技術専門校 

三次高等技術専門校 

広島障害者職業能力開発校 

ポリテクセンター 

短
期
課
程 

職業に必要な技能（高度な技能を除く）及びこれに関

する知識を習得させるための短期間の課程 

高
度
職
業
訓
練 

専
門
課
程 

将来職業に必要な高度の技能・知識を有する労働者と

なるために必要な技能・知識を習得させるための長期

間の課程 

技術短期大学校 

ポリテクカレッジ 

課
程 

専
門
短
期 

職業に必要な高度の技能及びこれに関する知識を習

得させるための短期間の課程 

技術短期大学校 

ポリテクセンター 

ポリテクカレッジ 

 

  

■ 職業能力開発施策の基本理念（第３条の２） 

 ２ 職業訓練は、学校教育法（昭和二十二年法律第二十六号）による学校教育との重複を避け、かつ、これとの密接

な関連の下に行われなければならない。 

 

■ 公共職業能力開発施設（第 16 条） 

  国は、職業能力開発短期大学校、職業能力開発大学校、職業能力開発促進センター及び障害者職業能力開発校を設

置し、都道府県は、職業能力開発校を設置する。 

 ２ 前項に定めるもののほか、都道府県及び指定都市は職業能力開発短期大学校等を、市町村は職業能力開発校を設

置することができる。 
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【職業訓練の対象者と実施機関】 

対象者 学卒者 離転職者 在職者 

公共職業訓練の 
役割 

就職に向けた技能・知識の習
得支援 

再就職に向けた技能・知識の
習得支援 

業務に必要な専門的知識の習
得及び技能・技術の向上支援 

 

県 
職業に必要な技術・知識を習得
させるための訓練の実施 
【①普通（基礎）、②高度】 

地域産業の人材ニーズや職業
訓練ニーズに対応した訓練の
実施 

地域産業の人材ニーズや実情
に応じた訓練の実施【①普通短
期（基礎）、②高度短期】 

訓練期間 長期（①１～２年、②２年） 主に短期（原則６か月以内） 短期（数日程度） 

実施機関 
①高等技術専門校 
②技術短期大学校 

高等技術専門校〔民間委託〕 
①高等技術専門校 
②技術短期大学校 

国 
〔高齢・障害・

求職者雇用支援

機構〕 

職業に必要な技能・知識を習
得させるための訓練の実施
（高度・応用） 

・離職者の早期再就職を実現
する訓練の実施 
・主に製造分野が中心で民間
にはできない訓練の実施 

製造分野を中心とした高度な
訓練の実施 

訓練期間 長期（２年） 短期（原則６か月以内） 短期（数日程度） 

実施機関 ポリテクカレッジ ポリテクセンター 
ポリテクセンター 
ポリテクカレッジ 

 

  【公共職業能力開発施設配置図】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

●：高等技術専門校 

◎：技術短期大学校 

○：障害者職業能力開発校 

□：高齢・障害・求職者雇用 

支援機構 
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（３）本県における実施体制 

令和７年度現在、本県では高等技術専門校４校、技術短期大学校、及び国立県営の障害者

職業能力開発校を運営しており、これらの施設内において、製造分野を中心とした訓練を実

施しています。 

この他、多様な人材育成ニーズに機動的に対応するため、高等技術専門校及び障害者職業

能力開発校においては、民間教育訓練機関等のノウハウを活用した公共職業訓練（委託訓練

及び障害者委託訓練）も併せて実施しています。 

     

【本県の公共職業訓練実施体制（令和７年度）】 
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第２章 現状と課題 

 

１ 前計画の検証 

（１）指標（定員充足率及び就職率） 

 

 

 

 

 

 

 

ア 定員充足率 

 ①施設内訓練 

 

 

  ②委託訓練（離転職者訓練） 

 

   

③在職者訓練 

 

  

実施施設 
訓練 
種別 

目標値 
（R7時点） 

定員充足率 
（入校定員） 

目標 
達成 
状況 R3 R4 R5 R6 R7 

高
等
技
術
専
門
校 

広島高等技術専門校 若年 

95%以上 

66.7% 
（60人） 

66.7% 
（60人） 

60.0% 
（60人） 

35.0% 
（60人） 

40.0% 
（60人） 

× 

呉高等技術専門校 

若年 
65.0% 

（40人） 
42.5% 

（40人） 
25.0% 

（40人） 
64.0% 

（50人） 
66.0% 

（50人） 
× 

離転職 
71.3% 

（80人） 
78.8% 

（80人） 
78.8% 

（80人） 
70.0% 

（80人） 
66.3% 

（80人） 
× 

福山高等技術専門校 若年 
62.2% 

（90人） 
55.6% 

（90人） 
67.8% 

（90人） 
62.5% 

（80人） 
66.3% 

（80人） 
× 

三次高等技術専門校 

若年 
47.5% 

（40人） 
35.0% 

（40人） 
60.0% 

（40人） 
60.0% 

（40人） 
37.5% 

（40人） 
× 

離転職 
52.5% 

（40人） 
45.0% 

（40人） 
40.0% 

（40人） 
35.0% 

（40人） 
30.0% 

（40人） 
× 

技術短期大学校 
高度 
人材 

50.0% 
（40人） 

30.0% 
（30人） 

33.3% 
（30人） 

26.7% 
（30人） 

36.7% 
（30人） 

× 

障害者職業能力開発校 障害者 
65.7% 

（105人） 
55.2% 

（105人） 
42.9% 

（105人） 
53.3% 

（105人） 
49.5% 

（105人） 
× 

実施施設 訓練種別 
目標値 

（R7時点） 

定員充足率 目標達成

見込み R3 R4 R5 R6 R7 

高等技術専門校 離転職 
95%以上 

84.5% 84.7% 76.1% 67.1% ‐ × 

障害者職業能力開発校 障害者 88.1% 68.3% 95.4% 91.2% ‐ △ 

実施施設 訓練種別 
目標値 

（R7時点） 

定員充足率 目標達成

見込み R3 R4 R5 R6 R7 

高等技術専門校 
在職者 70%以上 

64.5% 87.1% 75.2% 57.0% ‐ △ 

技術短期大学校 60.0% 56.7% 80.0% 27.5% ‐ × 

○ 高等技術専門校、技術短期大学校、障害者職業能力開発校、各校の定員充足率及び就職率を目標値

として設定している。 

○ 定員充足率については、施設内訓練（それぞれの校内で実施している訓練）において、令和７年度

の実績は30％～60％半ばと目標の95％に対し未達となっている。入校者数に見合った定員数への見直

しを随時行ったが、それでもなお、定員充足率が低迷する状況が続いている。 

（要因）各校が主な対象としていた学卒者は少子化の進展や県内産業における人手不足の継続、高卒者の

就職率・大学等への進学率の上昇などにより、入校のニーズが著しく減少している。 

○ 就職率については、目標値前後を推移しており、概ね良好な状況となっている。 

 

 

 

 

（凡例）○：達成、△：達成に課題、×：未達成 

（凡例）○：達成見込み、△：達成に課題・進捗やや遅れ、×：達成困難・進捗に遅れ 

（凡例）○：達成見込み、△：達成に課題・進捗やや遅れ、×：達成困難・進捗に遅れ 
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 イ 就職率 

①施設内訓練 

 

 

  ②委託訓練（離転職者訓練） 

 

 

２ 特に注視すべき環境の変化 

（１）人口減少社会における生産性向上の重要性 

生産年齢人口の減少により、企業等における業務の効率化や、高齢者・女性等の更なる労

働参加の促進、製品・サービスの付加価値の向上等による生産性向上の実現が求められてい

ます。 

 

（２）ＤＸ推進の重要性 

経済の発展や産業・企業等の成長のために、デジタル技術の活用や導入等の推進が重要と

なる一方で、県内では、中小企業を中心に具体的な取組は未だ進んでいない状況であり、今

後、県内でもＤＸ推進が更に加速していくことが想定されます。 

 

【県内企業における現在のＤＸ段階】    【３～５年後に目指すＤＸ段階】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

実施施設 訓練種別 
目標値 

（R7時点） 

就職率 目標達成 

見込み R3 R4 R5 R6 

高
等
技
術
専
門
校 

広島高等技術専門校 若年 95%以上 80.6% 92.9% 87.1% 80.0% × 

呉高等技術専門校 
若年 95%以上 95.8% 100% 100% 90.0% △ 

離転職 85%以上 78.6% 69.5% 76.8% 85.2% △ 

福山高等技術専門校 若年 95%以上 98.1% 97.6% 95.3% 100% ○ 

三次高等技術専門校 
若年 95%以上 100% 83.3% 100% 100% ○ 

離転職 85%以上 77.8% 80.0% 71.4% 92.3% ○ 

技術短期大学校 高度人材 100% 100% 100% 100% 100% ○ 

障害者職業能力開発校 障害者 80%以上 77.8% 87.5% 85.7% 90.2% ○ 

実施施設 訓練種別 
目標値 

（R7時点） 

就職率 目標達成 

見込み R3 R4 R5 R6 

高等技術専門校 離転職 75%以上 71.2% 71.7% 73.5% 69.5% △ 

障害者職業能力開発校 障害者 55%以上 36.7% 41.7% 43.1% 45.8% × 

（凡例）○：達成見込み、△：達成に課題・進捗やや遅れ、×：達成困難・進捗に遅れ 

（凡例）○：達成見込み、△：達成に課題・進捗やや遅れ、×：達成困難・進捗に遅れ 

（出典）「令和６年度ＤＸに関する実態調査（広島県総務局ＤＸ推進チーム、2024）」を基に作成 
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（３）円滑な労働移動の実現の必要性 

 ＤＸの進展に伴い、労働タスクの変化や個人の新たな知識・スキル習得が求められる中、

労働者が高生産性を実現できるタスク・分野への労働移動が絶えず行われる環境が重要とな

ります。 

 

（４）県内の求人求職・人材育成ニーズ※ 

   

 

 

 

 

 

 

  

 

※人材紹介業者、広島労働局、製造業を中心とした企業 25 社へのヒアリングの結果より抜粋。 

 

  【（参考）各地域の産業特性】 

項目 状況等 

広島地域 

製造業、卸売・小売業が中心。製造業はマツダを中心に、輸送用機

械器具製造業の自動車関連企業が多く集積しているほか、生産用機

械器具製造関連企業も集積。 

呉地域 
製造業中心。輸送用機械器具製造業の造船関連企業のほか、半導体

関連企業や生産用機械器具関連企業も集積。 

福山地域 
製造業中心。鉄鋼関連やプラスチック製品製造、輸送用機械器具製

造業の造船関連企業、半導体関連企業等が集積。 

三次地域 

製造業中心。輸送用機械器具製造関連企業のほか、金属製品やプラ

スチック製造関連企業が集積。規模の大きい企業の集積は多くなく、

他地域に本社等がある企業の事業所や工場等の設置がある。 

※ 公共職業能力開発施設が設置されている地点を基準に本県を次の４つの地域に分け、産業特性を整理。 

広島地域：広島市、大竹市、廿日市市、府中町、海田町、熊野町、坂町、安芸太田町、北広島町 

呉地域：呉市、竹原市、東広島市、江田島市、大崎上島町 

   福山地域：三原市、尾道市、福山市、府中市、世羅町、神石高原町 

   三次地域：三次市、庄原市、安芸高田市 

 

 

  

○ 県内企業では、特に現場人材やＩＴ人材が不足している。 

○ 人手不足の影響により新卒採用が困難な状況となり、未経験者を採用し、企業内で育成

するケースが増えているが、中小企業では企業内の人材育成の仕組みが確立していない。 

○ 企業からは製造工程の自動化、省力化に向けた技術習得（設計やロボット活用等）のニ

ーズが高い。 

○ 求職者が転職にかける期間は３か月から６か月程度である。そのため、１年以上の長期 

の職業訓練は避ける傾向となっている。 
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第３章 施策の内容 

 

◆ 施策の基本的な考え方 

第１ 基本理念と５年後の目指す姿 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２ 施策の方向性 

（１）主な訓練対象者の転換（学卒者⇒離転職者・企業等の在職者） 

     これまで主な対象としていた学卒者については、近年の少子化に伴う学生の減少や、新

卒者の進学や就職が好調に推移する中、訓練対象となる学生自体が減少傾向にあり、今後

も減少する傾向が続くことが想定されます。 

一方で、今後、労働市場の流動化により、新たな職種への転換や労働市場に潜在する労

働力の更なる労働参加が見込まれる中で、新たな知識や技能の習得といった求職者ニーズ

が高まっていくことが想定され、また、企業等においては、持続的な成長に向けた生産性

向上を実現するための付加価値向上や業務効率化が求められ、業務改革等の実現に向けた

社内での学びのニーズが高まっています。 

こうした状況を踏まえ、主な訓練対象者を学卒者から離転職者及び企業の在職者に転換

していきます。 

 

（２）社会変革に対応した訓練の実施 

     企業等においては、付加価値の向上や業務効率化に向けて、デジタル技術の進展等を踏

まえたＤＸをはじめとする企業変革に対応できる人材の重要性が高まっていることから、

職種・業務に必要な基礎的な知識・技能の習得と併せ、各々の現場においてＤＸを推進す

るために必要となる知識・技能の習得支援を実施していきます。 

     また、急激な技術革新や社会環境等の変化に対応するため、訓練の実施にあたっては、

訓練対象者及び県内企業等のニーズをしっかりと把握し、即応できる体制や仕組み等を構

築していきます。 

 

  

  

【基本理念】 

  適切な職業能力開発により、県民一人ひとりが能力を高めて幅広い分野で活躍し、こ

れにより本県産業が持続的に発展する広島県が実現しています。 
 
【５年後の目指す姿】 

県内において、社会変革や雇用・社会情勢、業界のニーズ等に即応した職業能力開発

を受けることができる機会が確保されています。 

これにより、働くことを希望する人が就職に必要な基礎的な知識や技能を習得し、就

業するとともに、企業等で働いている人が環境の変化する現場で求められる実践的な技

能等を習得し、業務等で活用することで、企業等の持続的な成長に寄与しています。 
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  ＜公共職業訓練において育成するデジタル関連人材＞ 

ア 育成する人材像 

ＤＸの進展段階に応じて、必要となるスキルや人材像が変化するとされており、未着手

から運用までのＤＸの初期段階においては、主に「リテラシーを身につけた人材」、応用

段階においては、主に「ＤＸを推進する人材」が必要となります。 

 

    【ＤＸの進展段階別に必要なスキル・人材】  

 

 

 

 

 

 

また、ＩＴ製品・サービスを提供する企業等（ベンダー企業）とデジタル技術を活用し

て競争力を向上させる企業等（ユーザー企業）では、「リテラシーを身につけた人材」に

求められる能力が異なります。 

ベンダー企業においては、プログラミングやシステム開発に係る基礎的な技術等を身に

つけた人材、ユーザー企業においては、ＤＸの背景やＤＸで活用されるデータ・技術に関

する知識、及びデータ・デジタル技術の活用方法等を身につけた人材が求められていま

す。 

 

イ 実施する訓練の内容 

県内では、多くの企業等においてＤＸへの取組状況が導入・運用段階にあることから、

全国的な状況と同様に、主に、デジタルの実装を担うデジタル専門人材と、生産現場等で

のデジタル機器の導入・活用を担うデジタル活用人材が求められているところです。 

公共職業訓練においては、実施可能な訓練期間等を考慮し、離転職者向けの訓練ではプ

ログラミングやシステム開発に携わることができる人材や現場に導入されたデジタル機

器・ＩｏＴ環境等に対応できる人材、在職者向けの訓練では現場でのデジタル機器の利活

用やデジタル機器の自動化、データ分析等を先導できる人材となるために必要な知識や技

能を習得できる訓練を実施していきます。 
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第３ 施策の推進体制 

    職業能力開発の推進にあたっては、技術革新等の環境変化や地域産業・求職者のニーズに

合わせて、実施する内容や体制を柔軟に見直す必要があります。 

    このため、関係機関等との連携を図るとともに、実施する公共職業訓練を多面評価する仕

組みと併せ、体系的に職員のスキルアップ・リスキリングを実施する体制を構築し、ＰＤＣ

Ａサイクルを回していくことで、この計画に定める施策を着実に推進していきます。 

  

（１）公共職業訓練の質の維持・向上 

     県内企業等に対し、今後の業界の展望や必要となる技能・技術など、訓練内容の検討に

資するヒアリングを実施するなど、常に地域産業のニーズを捉えられるように情報収集を

行い、実施する訓練の最適化を図ります。 

併せて、地域の企業や業界団体等の外部有識者の意見を聴取するなど、訓練評価制度を

確立し、地域産業のニーズと訓練の効果検証を将来の訓練に確実に取り入れることができ

る体制を構築します。 

また、上記の訓練の見直しに併せて、職業訓練指導員が環境変化に合わせたスキルアッ

プ・リスキリングを行えるように、各分野で必要となる技能・技術等を体系立てて整理し

た上で、計画的な技能・技術の習得及び研修受講が行える仕組みを確立します。 

 

（２）関係機関等との連携 

本県の雇用失業情勢を把握している広島労働局と連携し、地域内の求職状況やニーズ等

に応じた職業訓練を実施していきます。 

 高齢・障害・求職者雇用支援機構が運営するポリテクセンター及びポリテクカレッジと

連携し、地域や分野、訓練内容に係る役割分担を行い、県全域で幅広い分野の訓練が提供

できる体制を整備します。 

 広島県、広島労働局、高齢・障害・求職者雇用支援機構、労働者団体、事業主団体、職

業紹介事業者、学識経験者等の公的職業訓練の関係者を交えた広島県地域職業能力開発促

進協議会において、地域における人材ニーズを適切に反映した訓練コースの設定等を促進

します。 

  

第４ 施策体系 

施策の柱 項目 

１ 求職者の就職に向けた
人材育成支援 

（１）高等技術専門校内における人材の育成（施設内訓練） 
（２）民間教育訓練機関と連携した人材の育成（委託訓練） 

２ 企業等に対する技能・ 
技術の習得・向上支援 

 企業の在職者等に向けた人材の育成 

３ 多様な人材の活躍促進 
（１）女性や高齢者等の活躍に向けた人材育成 
（２）障害者の活躍に向けた就労及び就労定着支援 
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１ 求職者の就職に向けた人材育成支援 

（１）高等技術専門校内における人材の育成（施設内訓練） 

＜現状＞ 

○ 少子高齢化等に伴う生産年齢人口の減少によって、本県においても各産業において、人手

不足が深刻な状況となっています。また、デジタル技術革新等による環境変化に伴い、今

後、産業構造等が大きく変化することが見込まれています。 

こうした中で、生産性の向上を実現していくための付加価値の向上や業務効率化が産業全

体で求められており、それぞれの企業においてＤＸなどの取組を推進していくことが重要と

なっています。 

○ 現在、本県が運営する高等技術専門校等では、主に学卒者に対し、就職に必要な技能や技

術を身につけるため、長期間（１～２年）の訓練を実施し、地域産業において現場を担うこ

とのできる人材を育成しています。 

 

＜課題＞ 

○ 急激な環境変化に柔軟に対応し、人手不足の産業や職業に常に人材を提供できる体制を整

備するとともに、公共職業訓練が担う機能として、デジタル技術のような時代のニーズや産

業等のニーズに沿った人材育成を常に行うことができるよう、国の関係機関等とも連携の

下、企業等における実態を把握し、求職者にとって最適な訓練内容となるよう柔軟かつ継続

的に見直していく必要があります。 

○ 高等技術専門校等の入校者数は著しく減少しており、訓練カリキュラム等を見直しても改

善できない状況が続いています。 

その主な要因として、高等技術専門校等が主な対象としている学卒者については、少子化

や高卒者の大学進学率・就職率の上昇に伴い、公共職業訓練を必要とする者が減少している

ことが挙げられるとともに、今後もこの状況が続くことが予想されます。 

  ○ 一方で、高等技術専門校等における修了生の直近の就職率は 95％前後と高い水準を維持し

ており、今後、対象者等の見直しを行った後も、この水準を維持し続けられるような方策を

検討する必要があります。 

 

＜取組の方向性＞ 

①離転職者を主な対象とする訓練への転換 

○ これまで高等技術専門校等が実施する施設内訓練の主な対象としていた学卒者について

は、職業訓練を必要とする者が減少する傾向が続くことが想定されます。 

一方で、今後は、経済のグローバル化や、デジタル技術の進歩、働き方の多様化、転職者

の増加傾向などを背景とした労働市場の流動化により、新たな職種への転換や潜在する労働

力の更なる労働参加が見込まれているため、高等技術専門校内で実施する訓練の主な対象者

を離転職者に転換し、そのニーズに対応した就職の支援を行います。 

 

 



- 12 - 

 

②国の関係機関等との連携 

○ 本県の雇用失業情勢を把握している広島労働局と連携し、地域内の求人・求職者数を把握

するとともに、不足している産業や職種に応じた訓練の実施を検討していきます。 

○ 求職者を対象とした訓練を実施する高齢・障害・求職者雇用支援機構が運営するポリテク

センター、ポリテクカレッジ、及び本県が運営する高等技術専門校において、地域や分野、

訓練内容に係る役割分担を行い、国と県が協働して県全域で幅広い分野の訓練が提供できる

体制を整備します。 

併せて、急激な環境変化に即応できるよう、技能・技術に係る関係機関等との情報交換

や、当機構などが実施する研修の受講等により、新しい技能・技術を常に取り入れることが

できる環境を整えることで、高等技術専門校において提供する訓練の質を担保していきま

す。 

 

③入校生確保に向けた取組 

○ 引き続き、ハローワークを通じた広報を実施するとともに、広島労働局やハローワークと

の連携の下、訓練の対象となり得る方に対するニーズ調査を実施し、入校者確保に向けた方

策を検討します。 

○ 加えて、これまで、離転職者に対してはハローワークを通じた広報を中心に実施してきま

したが、訓練対象を転換する中で入校生を確実に確保していくために、転職活動時の動向の

分析や、就職や転職の前に職業訓練が必要となるターゲットの洗い出し等を行い、効果的な

ターゲット層を改めて分析するとともに、ハローワーク以外の就職・転職ツールを活用して

いる層にも広報が届くよう、全県的な広報戦略や手法を検討します。 

 

④就職及び就職後定着率向上に向けた取組 

○ 民間企業が実施する企業説明会への参加や企業訪問による周知・広報活動、地元企業等と

連携・協力し地域の産業振興と訓練の充実を図るために各校に任意設置している賛助会への

更なる加入促進等を通じ、地域の企業や業界団体等との連携を強化することで、訓練生の就

職先を確保します。 

○ また、就職前後で就業イメージの差が生じないように、引き続き、訓練期間中のキャリア

コンサルティングを実施するとともに、訓練生と企業の採用担当者のマッチングを図る場の

定期的な設定や、賛助会等と連携したインターンシップを積極的に実施していきます。 

 

⑤デジタル推進人材の育成 

○ あらゆる分野でデジタル技術の活用による業務変化が進んでいることを踏まえ、生産現場

等に導入されたデジタル機器等を使いこなすことができる人材の育成のため、基本的な技

能・技術の習得と併せ、デジタル化した機器や生成ＡＩの活用方法等、その訓練分野で汎用

的に活用できるデジタルリテラシーの習得を目指します。 



- 13 - 

 

○ また、ベンダー企業への就職を視野に入れたデジタル専門人材の育成を目的として、プロ

グラミングやシステム開発に係る基礎的な知識や企業内でのデジタル実装等のための実践的

な技能等を習得できる訓練も実施していきます。 

 

【成果目標】 

成果目標 
現状値 

（年度） 

令和 12年度における 

目標値 

施設内訓練における定員充足率 
54.3％※ 

（令和７年度） 
80％以上 

施設内訓練における就職率 
91.4％※ 

（令和６年度） 
95％以上 

  ※高等技術専門校内で実施する学卒者対象訓練及び離転職者対象訓練の実績から算出。 

 

 

（２）民間教育訓練機関と連携した人材の育成（委託訓練） 

＜現状＞ 

○ 高等技術専門校では、施設内で実施する訓練（施設内訓練）のほか、民間教育訓練機関へ

の委託により、民間ノウハウを活用し、離転職者等の早期再就職を支援する訓練（以下、

「委託訓練」という）を実施しています。 

○ 委託訓練においては、情報通信、介護等の雇用吸収力を有する分野の職種や中小企業等の

発展に資する職種、求職者の応募・就職が見込まれる職種を中心として、委託先機関の特性

に応じた多様な訓練コースを設定することとなっています。 

  また、訓練の設定にあたっては、県の実施する産業政策や雇用対策等から、雇用の拡大の

見込まれる産業、職業、人材像を総合的に把握することとなっています。 

 

＜課題＞ 

○ 委託訓練の定員充足率は年々低下傾向にあり、令和６年度時点では 67.1％となっていま

す。 

また、就職率も同様に低下傾向にあり、令和６年度時点で 69.5％と施設内で実施している

訓練よりも低い状況となっています。 

○ 定員充足率の低下については、近年の雇用情勢に伴う受講ニーズの減少のほか、事務など

の一部職種において求人と求職でのニーズのミスマッチが大きくなっていることなどが要因

として挙げられます。 

   また、就職率の低下については、現在、地域産業の人材ニーズ等を勘案した訓練を実施し

ている中で、より最適な訓練カリキュラムの探求や、個々の地元企業等との更に踏み込んだ

マッチング支援が不足していることなどが要因として挙げられます。 

 ○ 「職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律」に基づき、民間教育訓

練機関等が厚生労働大臣の認定を受けて実施する「求職者支援訓練」と対象者や実施分野が

重複しているため、認定業務を担う高齢・障害・求職者雇用支援機構と連携し、それぞれの
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訓練時期や期間、訓練分野に考慮した実施計画を策定し、県内で実施される訓練を最適化す

る必要があります。 

 

＜取組の方向性＞ 

①ニーズに合った訓練コースの設定に向けた方策 

○ ハローワークとの連携の下、訓練の対象となり得る方に対するニーズ調査を実施し、離転

職者からニーズのある訓練分野を把握するとともに、求人求職需給ギャップの分析や、委託

先機関に対する企業とのマッチングの状況等のヒアリング、地元企業等へのニーズ調査を実

施し、地域産業の人材ニーズを把握することで、定期的に双方のニーズを勘案した訓練コー

スを検討する仕組みを確立していきます。 

○ また、把握したニーズを踏まえ、新規の委託先機関を開拓し、県内で実施可能な訓練分野

の選択肢を増やすことで、環境の変化に応じて柔軟に訓練コースを見直すことができる体制

を構築していきます。 

 

②就職率向上に向けた取組 

○ 委託先機関によって、受講生と企業をマッチングさせる機能や体制にばらつきがあるた

め、委託先機関に労働局が実施する訓練の見学付き企業交流会への参加を促すなど、受講生

と企業のマッチングを図り、受講生を就職に結びつける体制を強化します。 

 

③求職者支援訓練との連携 

○ 年間を通じて効果的な公的職業訓練を実施するため、高齢・障害・求職者雇用支援機構

と、求職者訓練として実施される訓練内容等についての情報共有を適宜行うとともに、引き

続き、広島県地域職業能力開発促進協議会において、広島労働局、高齢・障害・求職者雇用

支援機構等の公的職業訓練の関係者を交えた実施計画の策定や、訓練の効果の把握・検証等

を行い、地域の人材ニーズを実施する訓練に反映していきます。 

 

【成果目標】 

成果目標 
現状値 

（年度） 

令和 12年度における 

目標値 

委託訓練における定員充足率 
67.1％ 

（令和６年度） 
80％以上 

委託訓練における就職率 
69.5％ 

（令和６年度） 
75％以上 
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２ 企業等に対する技能・技術の習得・向上支援 

企業の在職者等に向けた人材の育成 

＜現状＞ 

○ 生産年齢人口の減少等により人手不足が深刻化する中で、県内企業等においては、生産性

の向上を実現していくための付加価値の向上や業務効率化が求められており、デジタル技術

の進展等に伴うＤＸなどの取組を推進することが重要となっています。 

企業等の従業員は現在保有している知識・技能のアップデートに加え、デジタル技術の活

用や導入など、業務に必要な新たな知識や技能を習得していく必要があり、県内でもリスキ

リングを推進する企業等が増加しています。 

○ このような環境変化に伴い、企業の人材確保の在り方も変化しています。 

県内企業等においては、人手不足を背景に、企業のニーズに対応した人材確保が進まない

状況となっている中で、中途採用が増加するとともに、未経験者を採用し、企業内で必要な

技能・技術を習得させるケースが増えています。また、デジタル技術の発展に伴い、ベンダ

ー企業と対等に意見交換等ができる知識・技術を持つ現場人材や、製造現場において、生産

工程を理解した上で基本的なプログラミングなどができる人材等が求められています。 

○ 現在、高等技術専門校等では、企業の行う職業能力開発の援助や労働者個人のキャリア形

成の支援のため、企業の在職者に向けた短期間（12 時間～数日間）の訓練（在職者訓練）を

実施しており、コースの設定にあたっては、地域における産業事情や、労働者の産業別・職

業別状況、技能水準、事業主が行う職業訓練実施状況等を考慮することとされています。 

 

＜課題＞ 

○ 県内企業においては、ＤＸ等に対応するための知識・スキルを保有する人材が不足し、業

務効率化等に対応できていない状況です。 

○ また、特に多くの中小企業においては、人手不足等により、自社企業内で未経験者を採用

した後の人材育成の仕組みが確立されていません。 

○ こうした背景の中で、企業の在職者に対する人材育成支援ニーズは増加していますが、現

在、高等技術専門校等が実施する在職者訓練は施設内訓練と並行して実施しており、令和６

年度における在職者訓練の開講コース数は 16件に留まっているため、企業の在職者に向け

た技能・技術習得のための支援を拡充する必要があります。 

 

＜取組の方向性＞ 

①企業の課題解決に向けたスキルアップ及びリスキリング支援 

○ 企業の在職者に向け、現在保有している知識や技能をアップデートするための支援を行う

とともに、生産現場等でのデジタル機器の利活用をはじめ、デジタル機器の自動化に係る技

術やデータ分析等、企業内の業務効率化等の推進に伴い、新たに必要となる知識や技能の習

得を支援します。 

○ また、こうした支援の実施にあたっては、業界団体や企業への訪問等により、企業内で構

想するデジタル化の方針や具体の内容と併せ、業界や企業の中で求められている知識・技能
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等を把握した上で、効果的なコース設計を検討するとともに、企業のニーズにきめ細やかに

対応していくため、企業が実施場所や習得したい知識・技能の組み合わせを柔軟に選択でき

るオーダーメイド型の支援の充実も検討していきます。 

 

②企業等の職種未経験者に対する人材育成支援 

○ 本県では、特に、中小企業等において職種未経験者に対する人材育成の仕組みが確立され

ていない企業が多いため、業務で必要となる基礎的な知識・技能の習得や資格試験対策等、

新入社員など職種未経験者に向けた訓練を実施します。 

なお、新入社員等に対する訓練実施にあたっては、１～３か月程度の比較的期間の長い訓

練のニーズもあるため、高等技術専門校内で実施する施設内訓練と合同での実施を検討する

等、訓練の提供手法も検討していきます。 

 

【成果目標】 

成果目標 現状値（年度） 
令和 12年度における 

目標値 

企業の在職者に向けた訓練等に係

る派遣元企業の満足度 
‐ 90％以上※ 

 

 

 

 

  

※ 〔参考値〕高齢・障害・求職者雇用支援機構広島支部広島職業能力開発促進センターにおける R7 年度目標値：在職者向け職

業訓練（能力開発セミナー）における事業主生産性向上度 90％以上（アンケート結果） 
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３ 多様な人材の活躍促進 

（１）女性や高齢者等の活躍に向けた人材育成 

＜現状＞ 

○ デジタル技術の進展や生産年齢人口の減少などに伴い、労働市場の流動化が見込まれてい

る中で、新たな職種への転換の必要性が高まるほか、潜在する労働力の労働参加がより一層

求められる状況となっています。 

○ 近年、女性や高齢者等の社会進出が急速に進んでおり、女性・高齢者の就職率はともに上

昇しています。 

全国における女性の労働力率（15歳以上人口に占める労働力人口の割合）は令和６年度時

点で、約 55.6％に達し、かつて見られた出産・育児期に就業率が下がる「Ｍ字カーブ」は解

消されつつあります。また、65歳以上の労働力率は令和６年度時点で約 13.6％であり、特

に 65～69歳では５割以上が働いている状況となっています。 

○ 本県では、公共職業能力開発施設内で実施する訓練（施設内訓練）と民間教育訓練事業者

等のノウハウを活用した訓練（委託訓練）を併せて提供することで、幅広い分野における求

職者の就職を図っています。 

 

＜課題＞ 

○ 今後、潜在する労働力の労働参加をより一層推進していくためには、公共職業訓練におい

ても対象者の特性、家庭の状況及びニーズ等に応じたコースを幅広く設定し、きめ細やかな

訓練の提供ができる体制を整えていく必要があります。 

   これと併せ、潜在する労働力を公共職業訓練に繋げる仕組みづくりが必要となります。 

○ 施設内訓練においては、製造分野を中心に女性の入校生確保に繋がっていないものがある

など、現在の入校生の属性に一部偏りが生じていることから、県内で実施する公共職業訓練

全体で、女性や高齢者等の更なる入校促進を図っていく必要があります。 

 

＜取組の方向性＞ 

 ①対象者の特性や状況に応じた職業訓練の推進 

○ 引き続き、保育やＩＴ、事務分野等、女性でも受講しやすい訓練を民間教育訓練事業者の

ノウハウを活用しながら実施するとともに、製造分野を中心とした施設内訓練においても、

ＣＡＤ等の設計やプログラミングを中心とした訓練コースを設定するなど、女性が挑戦しや

すい環境を整えていきます。 

併せて、再就職を希望する子育て世代の女性や、キャリアチェンジを目指す女性に向けた

就職活動の相談窓口である「女性のキャリア応援コーナー」と連携した広報を実施し、就職

のための支援や後押しが必要な女性を、本人の希望に応じて職業訓練に繋げていきます。 

   ○ 委託訓練の一部のコース内に高齢者の優先受講枠を設け、これまでの就業による能力・経

験等を勘案しながら、早期の再就職を可能とする資格や技能が習得できる訓練を提供してい

きます。 
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○ また、就労経験のない、または乏しい、いわゆる長期失業状態にある一人親家庭の親、並

びに自立支援プログラムに基づき、福祉事務所を通じて受講を希望する児童扶養手当受給者

及び生活保護受給者についても、委託訓練のコース内に優先受講枠を設け、訓練受講や就職

への意識啓発を目的とした準備講習を実施します。 

 

 ②潜在する労働力の掘り起こしに向けた関係機関等との連携 

○ 福祉関連機関や教育機関等との連携を深め、女性や高齢者だけでなく、これまで家庭の状

況等により社会進出が難しかった層を把握し、必要に応じて公共職業訓練に繋ぐことができ

る体制を構築します。 

 

 

（２）障害者の活躍に向けた就労及び就労定着支援 

＜現状＞ 

○ 近年、一定の常用労働者を有する企業における障害者の法定雇用率が引き上げられている

中、県内の新規求職者数も増加傾向となっています。これに伴い、障害者が県内企業に就職

し、定着する環境の整備が求められています。 

○ 国立県営の広島障害者職業能力開発校においては、障害の態様に応じて、就業に向けて必

要な知識・技能習得のための職業訓練（障害者職業訓練）を実施しています。 

 併せて、民間教育訓練機関、民間事業者、福祉関係機関等の民間のノウハウを活用しなが

ら、個々の障害者の状況及び人材ニーズ等に応じた多様な職業訓練も実施しています。 

 ○ 障害特性の多様化に伴い、障害者職業訓練受講生の訓練へのニーズも多様化しているた

め、受講生個々の特性やニーズに応じたきめ細やかな訓練の実施が求められています。 

 

＜課題＞ 

○ 障害者の就職者数は法定雇用率の引き上げに伴い増加しているものの、障害特性への理解

の不足や、就職活動時の障害者と企業とのマッチングが不十分なこと等が要因で、就職後の

定着率が低いことが課題となっています。 

○ また、障害者雇用を促進する機運が醸成されている一方で、広島障害者職業能力開発校に

おいては、定員充足率が低迷する状況が続いています。 

その要因として、障害者に対する就労支援が進み、特別支援学校から企業への直接の就職

や就労系障害福祉サービスの充実等、障害者が就労するための選択肢が増加したことが挙げ

られます。 

   こうした中で、広島障害者職業能力開発校が提供する職業訓練は、この選択肢の一つとし

て十分に認識されているとは言えない状況となっています。 
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＜取組の方向性＞ 

 ①就職及び就職後定着率向上に向けた取組 

  ○ キャリアコンサルティングを活用した訓練生の職業観の醸成や職場適応力の向上への取

組、精神保健福祉士による相談支援体制の強化等を通じ、受講生個々の能力や適性を的確に

把握し、それぞれに合った就職先に繋ぐ体制を構築します。 

○ 併せて、障害者雇用を検討している企業へのヒアリング等を実施し、採用に係るニーズを

把握するとともに、これらの企業と連携し、企業内実習を組み合わせた実践的な職業訓練を

実施することで、障害者を採用したい企業と訓練生のマッチングを図ります。 

 

②入校生確保に向けた取組 

○ 就労を目指す障害者が一般就労の前段階として障害者職業訓練を活用する流れを確立する

ため、障害者就業・生活支援センターや障害福祉サービスとの連携を図っていきます。 

 

【成果目標】 

成果目標 現状値（年度） 
令和 12 年度における 

目標値 

施設内訓練修了生の就職率 
90.2％ 

（令和６年度） 
80％以上 

施設外訓練修了生の就職率 
45.8％ 

（令和６年度） 
55％以上 
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第４章 実施体制 

 

本章では、第３章で掲げた施策の方向性を実現するため、令和８（2026）年度から令和12（2030）

年度までの本県における公共職業訓練の実施に係る体制について整理します。 

なお、広島障害者職業能力開発校については、国立施設であることに加え、国の労働政策審議会

（人材開発分科会）が令和７年８月に示した「職業能力開発施設における障害者職業訓練のあり

方について（障害者職業能力開発校の在り方に関する検討会報告書）」に基づき、今後、厚生労働

省と適宜意見交換等を行いながら、実施体制の方向性等を検討していく予定であることから、本

章では高等技術専門校及び技術短期大学校に係る実施体制について掲出しています。 

 

１ 公共職業能力開発施設の運営に係る課題 

（１）各施設の入校者数の減少 

 高等技術専門校、技術短期大学校ともに入校者数が著しく減少しています。 

 特に入校率の低迷が著しい広島高等技術専門校、技術短期大学校及び三次高等技術専門校の

うち、広島高等技術専門校・技術短期大学校においては、民間教育機関や大学等の学校教育機

関が集積する地域にあり、他機関と競合していること、三次高等技術専門校においては、学卒

者の減少の影響に加え、地域内の求職者も減少傾向にあることがそれぞれ主な要因となってい

ます。 

  

 【高等技術専門校の入校状況（H17‐R7）】 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

入校者数 

898 人 

入校者数 

190 人 

（人） 
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  【高等技術専門校の入校状況（H17・H27・R7）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【技術短期大学校の入校状況（H21‐R7）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）施設・設備の老朽化 

 各校において、訓練実施施設としての機能を維持するための建物躯体や設備などの改修を頻

繁に行う状況となっています。特に、広島高等技術専門校、併設する技術短期大学校、三次高

等技術専門校に関しては、施設の耐用年数を超過し、老朽化が進んでいる状況となっており、

建替え等の対応が急務となっています。 

 

  【各施設の改修状況（R6）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

898 人 

357 人 

190 人 

（人） 

（人） 
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（３）施設運営コストの増加 

 高等技術専門校、技術短期大学校ともに、施設設備整備等に係る経費の増額などにより運営

コストが増加している一方で、（１）のとおり入校生が著しく減少しているため、訓練生１人

あたりの育成コストが大幅に増加しています。 

 現行は固定的経費である人件費が運営コストの大部分を占めており、職業訓練の実施強化や

訓練機器・設備等の老朽化に伴う更新などが十分に行えず、企業等や求職者のニーズに基づい

た訓練を実施できない状態となっています。 

 

  【施設内訓練に係る運営コストの比較（H26/R5）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 実施体制見直しの方向性 

本県が実施する公共職業訓練については、急速な技術革新や産業構造の変化に対応した人材育

成を推進するため、今後５年間で、訓練対象を学卒者中心から離転職者及び在職者中心へと転換

し、労働市場の流動化等の雇用情勢や業界のニーズ等に即した訓練を実施します。 

  こうした訓練を着実に実行していくためには、業界の動向や地域産業のニーズを的確に把握

し、訓練内容へ迅速に反映できる仕組みを整えるとともに、離転職者向け訓練と企業の在職者向

け訓練の双方について、公共職業能力開発施設がこれまで培ってきた人材育成のノウハウを最大

限活用できる体制を構築していく必要があります。 

  また、１に掲げたとおり、施設内訓練の入校者数の減少や施設・設備の老朽化、それに伴う運

営コストの増加などを踏まえると、高等技術専門校及び技術短期大学校の運営の在り方について

も、軌を一にした見直しが求められます。 

  このため、求職者に対するセーフティネット機能と県内産業を支える人材育成機能を将来にわ

たり確保していく観点から、県だけでなく、国の機関や民間教育訓練施設との連携を強化し、県

域全体としての最適な公共職業訓練の提供体制を構築していく中で、県が運営する公共職業能力

開発施設について再編を進め、人員や設備の再配置を図るとともに、公共職業訓練の拠点機能を

高め、質の高い訓練を安定的に提供できる体制を構築していきます。 

 

  

※ 広島高等技術専門校と技術短期大学校を兼務している職員数 
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３ 実施体制の見直しと実施する訓練内容 

現在、公共職業能力開発施設が設置されている地点を基準に本県を４つの地域に分け、各地域

における公共職業訓練を実施する体制を次のとおり整理します。 

なお、実施体制の見直しにあたり、高等技術専門校については、施設内訓練の主な対象者を離

転職者に転換することを前提に、ⅰ入校状況・将来の入校者の見込み、ⅱ地域での人材ニーズ、

ⅲ他機関（民間教育訓練機関や国）との競合状況、ⅳ各施設の維持・運営に係るコスト等の４つ

の観点を勘案しています。 

 

（１）広島地域（広島市、大竹市、廿日市市、府中町、海田町、熊野町、坂町、安芸太田町、北広島町） 

ア 県が運営する施設に係る実施体制 

広島地域は、製造業や卸売・小売業を主要産業とする地域であり、産業規模や求人求職需

給ギャップの規模が４地域の中で最も大きい一方で、訓練の必要性が高い職業分野につい

て、民間教育訓練機関及びポリテクセンターにより訓練が実施されている状況です。 

広島高等技術専門校については、入校状況の低迷やそれに伴う育成コストの高止まりに加

え、訓練対象者の離転職者への転換によりポリテクセンターとの競合状況が強まることか

ら、民間教育訓練機関や国との適切な役割分担のもと、地域の職業訓練体制の確保を図るこ

ととし、施設としては令和９年度末に廃止し、他の高等技術専門校等へリソース・ノウハウ

を移管します。 

 

【広島高等技術専門校に係る状況等】 

項目 状況等 

ⅰ入校状況 

・将来入校見込み 

・入校実績【R3-R7 平均】 

32.2 人（入校率 53.7％） 

・訓練受講ニーズのある求職者層は 4,424 人/月（R6 年度有効求人者数から 

推計）と一定規模の訓練対象者が存在しているが、離転職者向け訓練

を実施する委託訓練実施施設や他機関の入校状況を勘案すると、将

来の入校者数の伸びは見込めない状況となっている。 

ⅱ人材ニーズ 

・需給ギャップが最も大きい状況かつ拡大傾向にある。 

・介護、建築、自動車整備、電気、製造（金属加工）、情報の分野で

訓練実施の必要性が見込まれる。 

ⅲ他機関との競合 

・訓練実施の必要性が高い分野において、民間教育訓練機関などと競

合状況にあり、訓練対象を離転職者に転換した場合、離転職者向け

公共職業訓練を実施するポリテクセンターと各分野で競合。 

ⅳ施設運営等に係

るコスト 

・施設運営を継続した場合の将来コスト 

 234,466 千円/年〔現行（R5年度）比＋47,708 千円（＋25.5％）〕 

 ≪主な増加要因：施設・設備更≫ 

※ 施設設備老朽化による建替えを要する。 

  （建替え費用試算額：約 15 億円） 
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      技術短期大学校については、学卒者を主な対象とし、将来職業に必要な高度の技能を

習得できる職業訓練を実施することを目的としていますが、現在の入校状況の低迷に加

え、少子化の進行や新規高卒者の就職率・大学等への進学率の上昇、同水準の教育訓練

機関が県内に複数設置されているという周辺環境等を踏まえると、今後、入校生の確保

が更に困難となることが想定されます。 

また、県内産業において人手不足が続く中、必要な技能や技術の習得のため、在職者

のリスキリングが重要視されるなど、企業等の人材育成や確保戦略が変化していること

を踏まえ、令和８年度に新規訓練生の募集を停止するとともに、当該訓練生が卒業する

令和９年度末に施設を廃止し、県全域での在職者訓練の強化等に向け、高等技術専門校

等へリソース・ノウハウを移管します。 

 

【技術短期大学校に係る状況等】 

項目 状況等 

ⅰ入校状況 

・将来入校見込み 

・入校実績【R3‐R7 平均】 

11.6 人（入校率 36.3％） 

・主要ターゲット層となっていた新規高卒者については、卒業後の

就職率や大学等への進学率の上昇が続いており、対象者の全体数

が縮小傾向。県内の大学等でも入校生確保に苦慮するケースが多

くなっていることを踏まえると、入校者が増加に転じるのは困難

な状況となっている。 

ⅱ人材ニーズ 

・企業の中核を担うことができる高度で専門的な知識・技能を持つ

人材の獲得ニーズは引き続き存在しているものの、企業内の人材

確保戦略を外部からの人材獲得から自社での人材育成などの手法

に方針転換する企業が増加傾向にあることから、今後、基礎的な

技能等の習得を中心とする在職者訓練のニーズが高まる見込みで

ある。 

ⅲ他機関との競合 

・ポリテクカレッジが同期間・同水準（２年間・専門課程）の公共

職業訓練を実施しており、県内で競合している。（同施設は、学生

寮も完備しており、通常では通学が困難な遠方居住者に対する対

応面でも優位性有り。） 

・民間教育訓練機関についても、広島工業大学や福山大学、広島工

業大学専門学校等、工学系を中心として、同レベルの人材育成を

行う大学や専門学校等が複数ある。 

ⅳ施設運営等に係る

コスト 

・施設運営を継続した場合の将来コスト 

 146,759 千円/年〔現行（R5年度）比＋19,805 千円（＋15.6％）〕 

 ≪主な増加要因：施設・設備更新≫ 

※ 施設設備の老朽化による建替えを要する。 

  （建替え費用試算額：約 10 億円） 
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イ 広島地域で実施する訓練内容 

① 施設内訓練 

○ 地域の産業特性や求人求職需給ギャップの状況、訓練の必要性を鑑み、広島高等技術専

門校及び技術短期大学校を廃止する令和９年度末まで、高等技術専門校内においては、自

動車板金科、電気設備科、建築インテリア科、技術短期大学校内においては、機械システ

ム技術科、制御システム技術科を設置します。 

○ 県が運営する高等技術専門校において、施設内訓練の主な対象者を離転職者に移行する

令和 10 年度以降は、広島市内にあるポリテクセンター及び福山市内で寮が整備されている

ポリテクカレッジと協働し、幅広い分野で求職者向けの訓練を提供できる体制の構築によ

り、求職者及び地域産業のニーズに沿った公共職業訓練を実施します。 

 

② 委託訓練 

○ 広島地域における民間教育訓練機関等のノウハウが集約している地域特性を活かし、離

転職者のニーズがある分野や人手不足が顕著な分野を中心に、民間教育訓練機関への委託

による訓練を実施していきます。 

 

  ③ 在職者訓練 

○ ポリテクセンターが実施する企業の在職者向けの訓練内容と調和を図りながら、後述の

呉高等技術専門校内で実施する訓練分野を中心とした訓練を企業の在職者向けに実施しま

す。 
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（２）呉地域（呉市、竹原市、東広島市、江田島市、大崎上島町） 

ア 県が運営する施設に係る実施体制 

呉地域は、製造業等を主要産業とする地域であり、東広島市等での半導体関連分野の成長

など、今後産業規模の拡大が見込まれるとともに、訓練の必要性が高い職業分野について

は、民間教育訓練機関との競合がほとんどない状況となっています。 

呉高等技術専門校については、入校状況が安定しており、対象者を離転職者へ転換した場

合でも、安定した入校者の確保が今後も見込まれるとともに、企業の人材確保・育成ニーズ

ともに存在していることなどから、施設運営を継続し、地域内で必要とされる公共職業訓練

を提供していきます。 

 

   【呉高等技術専門校に係る状況等】 

項目 状況等 

ⅰ入校状況 

・将来入校見込み 

・入校実績【R3-R7 平均】 

92.4 人（入校率 67.9％） 

・訓練受講ニーズのある求職者層は 792 人/月（R6 年度有効求人者数から推計）  

と一定規模の訓練対象者が存在しており、他機関との施設競合がほぼ

ないことから、今後入校増加が見込まれる状況である。 

ⅱ人材ニーズ 

・製造業等を主要産業とする地域であり、広島地域や福山地域と比較す

ると、需給ギャップは小さく、横ばい傾向である。 

・製造（金属加工）、建築、自動車整備、介護の分野で訓練実施の必要

性が見込まれる。 

ⅲ他機関との競合 
・専修学校等の民間教育訓練機関の設置は少なく、訓練実施の必要性が

高い分野については、一部分野を除き、競合はない。 

ⅳ施設運営等に係

るコスト 

・施設運営を継続した場合の将来コスト 

 202,423 千円/年〔現行（R5年度）比＋31,525 千円（＋18.4％）〕 

 ≪主な増加要因：設備更新≫ 

 

イ 呉地域で実施する訓練内容 

 ① 施設内訓練 

 ○ 地域の産業特性や求人求職需給ギャップの状況、訓練の必要性を鑑み、呉高等技術専

門校内に、機械システム科、溶接加工科、介護サービス科を設置します。 

○ 併せて、本県におけるデジタル社会を支える人材の育成のため、情報技術全般の基礎

知識や、プログラミング、システム開発の基礎的な技術等の習得を目指すデジタル技術

科を引き続き設置するとともに、新たに、生産設備の自動化に利用されているシーケン

ス制御からＰＬＣ制御のプログラミング技法などの技術の習得を目指す電気制御科（仮

称）を新たに設置します。 
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【人材ニーズと設置予定の訓練科の比較】 

地域の産業特性 
求人求職需給ギャップが大きく、 

訓練が必要となる分野 
設置する訓練科 

製造業が主要産業であり、輸送用機械器

具製造業の造船関連企業の集積のほか、

半導体関連企業や生産用機械器具製造関

連企業も集積している。 

・製造（鉄工・製缶従事者、金属工作機械

作業従事者、はん用・生産用・業務用機械

器具整備・修理従事者、生産関連作業従事

者、金属溶接・溶断従事者など） 

・建築（建築技術者） 

・自動車整備（自動車整備・修理従事者） 

・介護（社会福祉士専門職業従事者） 

 

※ 建築科は過去に呉高等技術専門校に設

置していたが、入校状況の悪化により廃

止。 

※ 自動車整備は民間教育訓練機関が同地

域内にあり、競合している。 

・機械システム科 

・溶接加工科 

・介護サービス科 

・デジタル技術科 

・ 【新】電気制御科（仮称） 

 

 

 

 

  【設置する訓練科とその内容】 

 

 

② 委託訓練 

○ 現在実施している事務系分野に加え、離転職者のニーズがある分野や人手不足が顕著

な分野を中心に、民間教育訓練機関への委託による訓練を実施していきます。 

 

③ 在職者訓練 

○ 本県の公共職業能力開発施設が実施する在職者訓練の西部地域の拠点として、技術短

期大学校において高度な人材育成に対応してきたノウハウ等も活用しながら、呉高等技

術専門校内で実施する訓練分野を中心とした訓練を実施していきます。 

  

訓練科 訓練の内容 
既存訓練科との

比較 

機械システム科 各種機械加工及び機械製図に関する知識・技能の習得 継続 

溶接加工科 
金属材料の加工法、溶接・板金に関する知識・技能の

習得 
継続 

介護サービス科 
介護サービスに従事しようとする者に必要となる知

識・技能の習得 
継続 

デジタル技術科 
情報技術全般の基礎知識や、プログラミング、システ

ム開発の基礎的な技術等の習得 
継続 

電気制御科（仮称） 
生産設備の自動化に利用されるシーケンス制御やＰ

ＬＣ制御のプログラミング技法などの技術の習得 
新規 
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（３）福山地域（三原市、尾道市、福山市、府中市、世羅町、神石高原町） 

 ア 県が運営する施設に係る実施体制 

  福山地域は、製造業等を主要産業とする地域であり、広島地域に次いで大きな産業規模を

有しています。また、求人求職需給ギャップの規模が大きく、その規模も拡大傾向で推移し

ており、訓練の必要性が高い職業分野についても、民間教育訓練機関との競合はほとんどな

い状況となっています。 

福山高等技術専門校については、入校状況が安定しており、対象者を離転職者へと転換し

た場合でも、安定した入校者の確保が今後も見込まれるとともに、企業の人材確保・育成ニ

ーズともに存在していることなどから、施設運営を継続し、地域内で必要とされる公共職業

訓練を提供していきます。 

 

   【福山高等技術専門校に係る状況等】 

項目 状況等 

ⅰ入校状況 

・将来入校見込み 

・入校実績【R3-R7 平均】 

54.0 人（入校率 62.8％） 

・訓練受講ニーズのある求職者層は 2,001 人/月（R6 年度有効求人者数から推

計）と一定規模の訓練対象者が存在しており、他機関との施設競合が

ほぼないことから、今後入校増加が見込まれる状況である。 

ⅱ人材ニーズ 

・製造業等を主要産業とする地域であり、広島地域に次いで需給ギャッ

プが大きく、拡大傾向である。 

・製造（金属加工）、自動車整備、建築、介護、電気整備の分野で訓練

実施の必要性が見込まれる。 

ⅲ他機関との競合 
・専修学校等の民間教育訓練機関の設置は少なく、訓練実施の必要性が

高い分野については、一部分野を除き、競合はない。 

ⅳ施設運営等に係

るコスト 

・施設運営を継続した場合の将来コスト 

 250,929 千円/年〔現行（R5年度）比＋35,253 千円（＋1.63％）〕 

 ≪主な増加要因：設備更新≫ 

 

 イ 福山地域で実施する訓練内容 

 ① 施設内訓練 

○ 地域の産業特性と求人求職需給ギャップの状況、訓練の必要性を鑑み、福山高等技術

専門校内に、機械システム科、溶接加工科、自動車整備科、建築科、電気設備科を設置

します。 

    ○ また、建築系の訓練については、大工などの現場職種に加えて、設計職種のニーズが

高まっていることから、建築ＣＡＤ科（仮称）を新たに設置します。 
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【人材ニーズと設置予定の訓練科の比較】 

地域の産業特性 
求人求職需給ギャップが大きく、 

訓練が必要となる分野 
設置する訓練科 

製造業が主要産業であり、鉄鋼関連やプラ

スチック製品製造、輸送用機械器具製造業

の造船関連企業、半導体関連企業等が集積

している。 

・製造（生産関連作業従事者、鉄工・製缶

従事者、金属工作機械作業従事者、はん

用・生産用・業務用機械器具整備・修理従

事者、金属溶接・溶断従事者など） 

・自動車整備（自動車整備・修理従事者） 

・建築（建築技術者） 

・介護（社会福祉士専門職業従事者） 

・電気設備（電気工事従事者） 

 

※ 介護分野は民間教育訓練機関が同地域 

内にあり、競合している。 

・機械システム科 

・溶接加工科 

・自動車整備科 

・建築科 

・ 【新】建築ＣＡＤ科（仮称） 

・電気設備科 

 

 

 

 

 

  【設置する訓練科とその内容】 

   

② 委託訓練 

○ 現在実施している介護や事務分野に加え、離転職者のニーズがある分野や人手不足が

顕著な分野を中心に、民間教育訓練機関への委託による訓練を実施していきます。  

 

③ 在職者訓練 

○ 本県の公共職業能力開発施設が実施する在職者訓練の東部地域の拠点として、福山市

内に設置されたポリテクカレッジが実施する企業の在職者向けの訓練内容と調和を図る

とともに、技術短期大学校において高度な人材育成に対応してきたノウハウ等も活用し

ながら、福山高等技術専門校内で実施する訓練分野を中心とした訓練を実施していきま

す。 

訓練科 訓練の内容 
既存訓練科との 

比較 

機械システム科 各種機械加工及び機械製図に関する知識・技能の習得 継続 

溶接加工科 金属材料の加工法、溶接・板金に関する知識・技能の習得 継続 

自動車整備科 
自動車の整備に必要な機械、器工具の取扱い、及び自動車

の整備に関する知識・技能の習得 
継続 

建築科 建築施工及び住宅設備の設置等に関する知識・技能の習得 継続 

建築ＣＡＤ科 

（仮称） 
建築設計に関する基礎知識・技能の習得 新規 

電気設備科 電気工事及び住宅設備の設置等に関する知識・技能の習得 継続 
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（４）三次地域（三次市、庄原市、安芸高田市） 

ア 県が運営する施設に係る実施体制 

    三次地域は、製造業等を主要産業とする地域ですが、産業規模や求人求職需給ギャップの

規模が４地域の中で最も小さく、その推移も縮小傾向となっています。また、訓練の必要性

の高い職業分野についても、個別の求人求職需給ギャップは極めて小さいものとなっていま

す。 

こうした中で、三次高等技術専門校については、対象者を離転職者に転換した場合でも入

校状況の改善が見込めないことや、今後の校運営に必要な施設等整備・維持管理費等を勘案

すると、中長期的な運営の継続は困難な状況となっています。 

一方、三次地域は民間教育訓練機関がほぼ設置されておらず、地域の求職者のセーフティ

ネット機能や地域産業への人材供給・定着機能の維持・継続が重要であることから、三次高

等技術専門校以外の地域が有する教育資源等を最大限活用し、地域の行政機関や民間教育機

関等と連携しながら、当該地域での訓練拠点や、今後実施すべき訓練分野と手法等について

継続検討していきます。 

なお、現在、三次高等技術専門校で実施している訓練のうち、特に入校状況が低迷してい

る建築科、溶接加工科及び介護サービス科については、令和９年度末に廃科とし、自動車整

備科については、地元産業界から寄せられている訓練継続の要望を踏まえ、計画期間前半の

２年間において、地域の行政機関や関係団体等と連携し、同科の運営方針を含め、今後の人

材育成のあり方等の検討を進めていきます。 

 

【三次高等技術専門校に係る状況等】 

項目 状況等 

ⅰ入校状況 

・将来入校見込み 

・入校実績【R3-R7 平均】 

36.3 人（入校率 45.4％） 

・訓練受講ニーズのある求職者層は 241 人/月（R6 年度有効求人者数から推計） 

と規模が小さく、今後更なる入校増は見込めない状況となっている。 

ⅱ人材ニーズ 

・製造業等を主要産業とする地域であるが、産業規模が小さく、また需

給ギャップ全体の規模も最も小さく、かつ縮小傾向である。 

・製造（金属加工）、建築、介護、自動車整備の分野で訓練実施の必要

性が見込まれるが、各分野の需給ギャップは極めて小さい。 

ⅲ他機関との競合 
・専修学校等の民間教育訓練機関の設置はなく、訓練実施の必要性が高

い分野での競合はない。 

ⅳ施設運営等に係

るコスト 

・施設運営を継続した場合の将来コスト 

 211,331 千円/年〔現行（R5年度）比＋51,959 千円（＋32.6％）〕 

 ≪主な増加要因：施設・設備更新≫ 

※ 施設設備老朽化による建替えを要する。 

（建替え費用試算額：約 11 億円） 
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 イ 三次地域で実施する訓練内容 

① 施設内訓練 

   ○ 地域の産業特性や求人求職需給ギャップの状況、訓練の必要性を鑑み、三次高等技術

専門校内に、令和９年度末まで、建築科、溶接加工科及び介護サービス科を設置しま

す。 

   ○ また、地域の産業界からの人材供給ニーズが高い自動車整備科については、令和 10

年度までの入校状況や、令和９年度までの修了生に係る就職状況等を踏まえ、同科の令

和 11 年度以降の運営方針を含め、地域の行政機関や関係団体等と連携し、同職種分野

における今後の人材育成のあり方や育成した人材が地域に定着する仕組みづくりなどを

検討していきます。 

 

② 委託訓練 

    ○ 離転職者訓練については、現在民間教育訓練機関への委託により事務系の訓練コース

を実施していますが、今後は、民間教育訓練機関等とも連携し、新たに、この地域で人

材が大きく不足している介護分野や、全県的に人材が不足しているデジタル分野などの

新たなコース設定を検討します。 

 

   ③ 在職者訓練 

    ○ 三次地域の産業特性等に応じ、県内に設置する高等技術専門校の施設内で実施してい

る訓練分野を中心とした訓練を実施するとともに、北部地域において在職者向け講座を

提供している民間機関等と連携した企業支援策を検討します。 
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４ 実施体制の見直しに係るスケジュール 

  県が運営する公共職業能力開発施設について、令和 10年度から離転職者向け訓練へ移行する

とともに、令和 11 年度から在職者向け訓練の強化を開始し、この計画の終期である令和 12 年度

までの間において、本県の実施する公共職業訓練の実施体制の見直しを進めていきます。 

こうした全体方針の中で、公共職業訓練の拠点機能を高め、質の高い訓練を安定的に提供でき

る体制の構築を図っていくため、令和９年度末に呉高等技術専門校及び三次高等技術専門校の一

部の科を廃科、広島高等技術専門校及び技術短期大学校を廃止とし、令和 10 年度以降、呉高等

技術専門校及び福山高等技術専門校において、新たな科を設置します。 

また、三次高等技術専門校の自動車整備科については、計画期間前半の２年間において、地域

の行政機関や関係団体等と連携し、同科の令和 11 年度以降の運営方針を含めた今後の人材育成

のあり方等の検討を進めていきます。 

 

 【再編スケジュール】 

   

 

R8 R9 R10 R11 R12

 自動車板金科

 電気設備科

 建築インテリア科

 機械システム科

 溶接加工科

 デジタル技術科

 介護サービス科

 CADワーク科

電気制御科(仮) 

 機械システム科

 溶接加工科

 電気設備科

 建築科

建築CAD科(仮) 

 自動車整備科

 溶接加工科

 建築科

 介護サービス科

 自動車整備科

現行体制

短
大

高
　
等
　
技
　
術
　
専
　
門
　
校

機械システム技術科

制御システム技術科

呉
　
校

広
島
校

福
山
校

三
次
校

取組の方向性

廃

校

廃
科

廃

科

廃

校

新
設

新
設

在職者向け訓練の強化

廃校による機器・
指導員の移管

移行準備

離転職者向け訓練への移行

入校状況等を踏まえ、人材育成のあり方等を検討

募
集
停
止

募
集
停
止

募
集
停
止

募
集
停
止



 

 

 



番号 意見の内容 対応方針 該当頁

１

　学校ごとの定員充足率や就職率を記載
しているが、なぜ施設の訓練科ごとに定
員充足率や就職率を記載していないの
か。
　訓練科によっては、目標を達成してい
るものもあるのではないか。

　御指摘いただいた件につきましては、「前計
画の検証」という項目名のとおり、前計画にお
いて、公共職業能力開発施設ごとに定員充足
率・就職率を目標値として設定しており、それ
に対する実績として整理した結果、現在お示し
している形となったものです。
　なお、廃科予定の訓練科の定員充足率につき
ましては、全科において、令和３年度から令和
７年度の全ての年度で目標未達となっていま
す。

５、６

２

　定員充足率の低下は需要がないのでは
なく、働きながら・家事をしながらでは
通えない訓練形態（時間・場所）に原因
があるのではないか。
　校舎の廃止・集約を進める前に、夜
間・週末開講や短期間の訓練など、ユー
ザーのライフスタイルに合わせた形態の
多様化を試験的に実施し、ニーズを再検
証してはどうか。

　施設内訓練の定員充足率の低下の要因としま
しては、P5に記載のとおり、現在主な対象とし
ている学卒者の職業訓練への受講ニーズの減少
が大きく寄与していると認識しております。
　一方で、公共職業能力開発施設の役割や意義
を鑑みると、御意見のように、入校者・受講者
のニーズやライフスタイルに合わせて多様な訓
練を用意することは、必要な取組であると考え
ております。
　このため、各公共職業能力開発施設内で実施
する訓練のほか、民間教育訓練機関等のノウハ
ウを活用した訓練や、企業の在職者向けの訓練
を実施し、対象者に応じた様々な分野や期間の
訓練を用意しております。
　引き続き、これらの訓練の拡充も含め、多様
な訓練の提供に努めてまいります。

５、６

３

　現状、施設内訓練の定員充足率は30〜
60％台と低迷しているが、就職率は95％
前後と極めて高い。
　人が集まらない不人気な施設ではな
く、入ればほぼ確実に就職できる超優良
プラットフォームとしての見せ方が足り
ないのではないか。

　現在、各施設の入校者数は減少傾向となって
おり、限られた修了者数を分母として高い就職
率を維持している状況ではございますが、修了
者を着実に就職に結びつけるという機能を果た
している点は、本県が運営する公共職業能力開
発施設の魅力の１つとなりますので、本計画に
定める施策の推進と併せ、高い水準を維持し続
けられるよう努めてまいります。

５、６

４

　どのような施設であるのかよくわから
ないので、学校の出前講座やオープン
キャンパス、校外学習で学べると良いと
思った。
　小学生や中学生に対して、仕事の大切
さを伝えてほしい。

５～７

５

　施設が知られていないので、施設を休
日に地域の人が利用できるようにしたら
良いと思う。パソコン教室を実施するな
ど、地域の人に開放して使用してもらっ
ても良いのではないか。

５～７

県民意見募集（パブリックコメント）における意見と対応方針

　進路を検討している学生やその保護者、求職
中の方等、誰でも参加できるオープンキャンパ
スを実施しているほか、高等学校が実施するガ
イダンスへの参加等、様々な機会を通して公共
職業能力開発施設の取組を周知しております。
　いただいた御意見も参考に、引き続き、新た
な広報手法や機会等を検討してまいります。

別 紙



番号 意見の内容 対応方針 該当頁

６

　廃校しない施設についても、入校率６
割程度では、離転職者に特化して科を増
設すると、入校率は更に悪化するのでは
ないか。ミスマッチの対策を考えないと
応募者は増えない。この実績ならば、県
立高校のように１校複数キャンパス化の
措置も必要ではないか。
　実績が上がらなければ、全廃も考える
べきである。

　御指摘いただいた件につきましては、対象者
を離転職者に転換するほか、ハローワークとの
連携の下、離転職者からニーズのある訓練を把
握するとともに、求人求職需給ギャップの分析
や地元企業等へのニーズ調査等を実施すること
で、求職者と企業双方のニーズを捉える仕組み
を構築し、ミスマッチの改善を図っていきま
す。
　なお、公共職業訓練の実施体制につきまして
は、本計画にお示ししている取組の結果を踏ま
え、必要に応じて検討してまいります。

５、
８、
11、
13、

26～29

７

　離職者や求職者が働き口がなく困って
いたり、ノウハウや知識のないまま内定
がなかったりする状況を想像できている
のか。就職を支援するための最後の砦で
ありなくてはならないと思う。
　設備などについても、クラウドファン
ディング等でお金を集めることは難しい
のか。県民にとって必要不可欠な施設だ
と思う。

　今般の再編は、人員や設備の再配置を図るこ
とで、公共職業訓練実施の拠点機能を高め、全
県において、質の高い訓練を安定的に提供する
体制を構築することを目的としております。
　また、主な対象者を離転職者へ転換し、雇用
のセーフティネットとしての機能を確保するこ
ととしています。

５、21

８

　介護サービス科だけではなく、子育て
支援や障害者支援を学べる福祉サービス
科、保育士を育成する科などを設置して
ほしい。
　後見人制度や認知症サポーターについ
て学ぶ環境を用意することも必要であ
る。

５～10

９

　職業訓練校の定員を確保するには、職
業訓練校の施設を知らない人が多いだけ
でなく、魅力ある職業訓練が少ないこと
も要因であると感じている。
　事務だけでなく、販売や接遇などを学
べる科や、ＦＰなどお金の勉強をする科
があれば良いと思う。働くことの必要性
や、納税等お金に関する知識について学
べると国益にもなると考える。

11～13

10

　県内の製造業事業所数に対して25社と
いうサンプルはあまりに少なく、統計的
に有意な結果が得られているとは言い難
い。企業はどのように選定されたのか。
その規模や所在地の内訳は妥当なものと
なっているか。
　また、人材紹介業者の意見は、短期的
な市場ニーズに偏る傾向がある。数十年
間での技能伝承や、地域産業の基盤を支
える公共職業訓練の役割を評価する際、
彼らの意見を主軸に据えるのは適切か。

　まず、御指摘いただいたヒアリングにつきま
しては、そのほとんどを対面によるインタ
ビュー調査により実施しております。インタ
ビュー調査の実施に当たっては、調査件数を含
め、適切な調査内容を精査した上でヒアリング
を実施しております。
　また、対象企業につきましては、地域間のバ
ランスや本県が実施している公共職業訓練の分
野等を考慮して選定しています。
　なお、当該結果につきましては、人材紹介業
者だけではなく、広島労働局や製造業等の企業
の意見等を総合的に勘案し、主な意見としてお
示ししています。

７

　御意見をいただいた知識の習得や職種の育成
につきましては、民間教育訓練機関等へ委託し
て実施する訓練（委託訓練）の一部コースで実
施しているところです。
　いただいた御意見も参考に、受講ニーズ、企
業への就職状況等を踏まえながら、今後実施す
る訓練について検討を進めてまいります。



番号 意見の内容 対応方針 該当頁

11

　主な訓練対象者を学卒者から離転職者
へ切り替えることは良いと思う。
　子どもの数の減少に伴い、高校・専門
学校・大学等あらゆる機関が入学者を確
保するのが困難となっていることや、ア
メリカにおいて、ＡＩに代替されにくい
高い専門技能を持つ現場職に職種転換を
する者が増えており、日本でもそのよう
な傾向になることが想定されることを踏
まえると、離転職者への職業訓練を積極
的に行うべきである。
　ただし、呉と福山の２校だけではな
く、ホワイトカラーで働いている人が多
い広島市内や、人口が増加傾向にある東
広島市内で実施することが欠かせないの
ではないかと考える。

　広島市内では、国の独立行政法人である高
齢・障害・求職者雇用支援機構がポリテクセン
ターを設置し、既に離転職者を対象とし、製造
関連分野を中心とした公共職業訓練を実施して
おります。
　また、東広島市につきましては、本県の呉高
等技術専門校への通学が可能な地域となってい
ます。
　主な対象者を離転職者に転換するだけでな
く、上記の国の機関等との連携を強化し、県域
全体で最適な公共職業訓練の提供体制を構築し
てまいります。

８

12

　多くの企業が人手不足となっており、
研修へ行かせることも困難な状況となっ
ているため、企業等の在職者を対象とす
るのは難しいのではないか。
　企業等の在職者を支援していく方法に
ついては、職業訓練単独で考えるのでは
なく、他の部署とも連携し、検討すべき
である。

　御指摘のとおり、人材不足が深刻であり、研
修への参加が難しいという声も一部の企業から
お伺いしているところです。このため、企業等
に赴き、技能の習得を支援する取組や、企業等
が柔軟にメニュー設定を行えるオーダーメイド
型の訓練の拡充も今後検討することとしており
ます。
　また、企業の在職者の育成に対する支援につ
いては、公共職業訓練だけでなく、本県の他部
署においても多様なメニューを提供しており、
それらのメニューと組み合わせた展開を検討す
るなど、必要に応じて連携を図ってまいりま
す。

８

13

　多様化する技術ニーズに対し、集合型
教育は限界に来ているため、「トライア
ル雇用支援金」等を創設し、民間の力を
借りて各企業のニーズにマッチした即戦
力人材の育成を図る方向に舵を切るべき
である。
　実践のない公務員指導員のスキルアッ
プは限界がある。高度なスキルを持った
民間活力を利用する方法を考えないと、
広島県の高度人材育成は図れない。

　御指摘のように、民間事業者のノウハウを活
用した人材育成支援も重要であると認識してお
り、民間教育訓練機関への委託により、離転職
者等の早期再就職を支援する訓練を実施してい
るところです。
　加えて、多様化する企業のニーズや、企業等
の人材育成・確保戦略の変化等に対応するた
め、公共職業能力開発施設においても、企業に
対する人材育成支援を拡充する必要があると考
えております。
　職業訓練指導員のスキルアップについては、
各分野で必要となる技能・技術等を体系立てて
整理した上で、計画的な技能・技術の習得及び
研修受講が行える仕組みを検討してまいりま
す。

10

14

　リスキリングを望む若者が増加した
今、産業ニーズに応じた様々な施策がな
されている。少子化が進み地域産業が縮
小していく中、就労の在り方を見直す方
が良いと思う。

　就労の在り方の検討については、所管部署に
御意見を共有させていただくとともに、公共職
業訓練の実施においても、リスキリング等業務
変化に対応した訓練の充実を図ってまいりま
す。

10



番号 意見の内容 対応方針 該当頁

15

　主な訓練対象が新規学卒者のままであ
れば廃校について理解できるが、対象を
離転職者にした職業訓練に変更するので
あれば、広島や三次の施設を廃止とする
のではなく、入校率の結果がでるまで存
続させても良いのではないか。
　また、離転職者を対象とすると、景気
の状況によっては入校率が大幅に変化す
ることが考えられるので、安易に廃校と
してしまうと、本当に必要な時にその地
域に施設がない状況となり、多くの人が
困ることになるのではないか。
　現在、廃校と決めている学校を残すよ
うに改めて検討してもらいたい。

　P23「３　実施体制の見直しと実施する訓練内
容」に記載のとおり、主な対象者を離転職者に
転換することを前提として、現在の入校状況だ
けでなく、将来の入校者の見込みや、地域での
人材ニーズ、他機関との競合状況等を勘案し
て、各地域に設置する公共職業能力開発施設の
存廃を整理しております。
　また、今般の再編は、人員や設備の再配置を
図ることで、公共職業訓練実施の拠点機能を高
め、全県において、質の高い訓練を安定的に提
供する体制を構築することを目的としており、
廃校としている地域においても適切な職業能力
開発を実施できる環境を整えることとしており
ます。

11、32

16

　入校生確保の方法として、進学情報サ
イトに登録するなどしてはどうか。
　専門学校のように資格や検定取得を推
進するとともに、タブレット等を活用し
た訓練を実施したら良いと思う。
　転職者、求職者、中途採用・新卒採用
を希望する方々も気軽に行けるものにし
たら良いのではないか。

　入校生の確保につきましては、御意見をいた
だいたように、様々な媒体を通した広報を行う
ほか、主な対象者を離転職者に転換することに
伴い、ハローワークとの連携の下、ニーズのあ
る訓練を把握していくこととしています。
　また、公共職業訓練においても、タブレット
等、時代にあったツールを取り入れるというこ
とは重要な観点だと認識しております。
　いただいた御意見も参考にしながら、引き続
き、県民の皆様に幅広く活用していただける訓
練内容を検討してまいります。

12

17

　訓練生と企業との間のミスマッチ防止
のため、訓練生や採用担当者との定期的
なコミュニケーションが重視される。

　御意見のとおり、訓練生と企業等の採用担当
者が定期的にコミュニケーションをとること
が、就職後のミスマッチの解消に繋がると認識
しており、本計画にもその旨を記載していま
す。P12の④の項目を御参照ください。

12

18

　「施設設備老朽化による建替えを要す
る」は、令和４年度に本館棟などの耐震
改修を実施しているため、不要ではない
か。

　御指摘のありました三次高等技術専門校の建
物につきましては、建設から60年程経過してお
り、建物躯体や設備等で同時多発的に修繕の必
要な箇所が生じている状況となっています。こ
うした状況等も踏まえ、建替えを要すると記載
しております。

21、30

19

　介護サービス科においても、高齢者住
宅における実習を実施するとともに、介
護予防、ボランティア、障害者支援、子
育て支援等について学ぶ環境を整えるべ
きである。
　また、訪問理容や訪問入浴などもニー
ズがあるため、それらの仕事との多職種
連携についても学べると良い。

　御意見のとおり、対象者や手法に応じた支援
内容を学ぶことは重要であり、訓練生の就職先
の選択肢を増やすことにも繋がると考えており
ますので、介護サービス科の新たなカリキュラ
ムや実習の内容について、引き続き、検討して
まいります。

26、27

20

　三次職業訓練センターも空調設備の老
朽化等設備面で問題を抱えているので、
施設を統合するために建替えて、さらに
充実した職業訓練を実施できる施設とし
てはどうか。

　三次職業訓練センターは三次市が所管する施
設であるため、いただいた御意見については、
同市に情報共有させていただくとともに、三次
地域の訓練拠点等については、引き続き、地元
の自治体等と連携し、検討してまいります。

30

21

「個別の求人求職ギャップは極めて小さ
い」がデータで示されていない。

　御指摘の件につきましては、本計画の策定時
に、併せて別冊資料としてお示しする予定で
す。

30



番号 意見の内容 対応方針 該当頁

22

 呉校のＣＡＤワーク科が廃科となって
いるが、なぜ廃科する理由を記載してい
ないのか。

　呉地域で提供する公共職業訓練の内容を決定
した過程につきましては、本計画のP26～P27に
記載しております。
　現在ＣＡＤワーク科で実施している機械製図
に関する訓練につきましては、機械システム科
において対応することとしています。

32

23

　広島県教育委員会の高等学校の統廃合
については令和11年度以降、段階的に実
施する計画となっている。それと比較す
ると、この計画の実施体制の見直しに要
する期間は短く感じる。

　P32に記載している公共職業能力開発施設の再
編スケジュールにつきましては、人員体制、設
備・備品の移転時期、及び訓練科の統廃合に係
る準備期間等を勘案した上で整理したものであ
り、実現可能なものとしてお示ししています。

32

24

　技術短期大学校及び高等技術専門校に
ついて、家政、情報ビジネス、国際、商
業、土木、福祉等、身近に存在し、欠か
すことができない分野を実施したり、Ｉ
Ｔ・ビジネス等の社会ニーズに応じた学
科を設置したりすべきである。
　また、年齢制限の緩和や、学費等に困
窮している方に対する支援も取り入れる
べきである。

　訓練の期間や内容につきましては、地域産業
の特性や人材ニーズ等を勘案し、決定しており
ます。
　また、授業料の支払いが困難な方への支援に
つきましては、授業料を徴収する訓練科におい
て減免制度を設けておりますので、条件に該当
する場合は、この制度を利用していただける環
境となっています。

32

25

　三次校を廃止すると中山間地域のニー
ズの切捨てになる。老朽化を廃校の理由
の１つとするのは問題がある。廃校する
場合は、民間機関の活用等について、実
現可能な代替策が必要である。

21～22、
30～31

26

【現状の課題】
・三次市は高齢化により介護人材が必要
な地域である。
・既存の訓練校は介護施設への就職導線
ができている。
・既存の施設は昭和40年度で老朽化が進
んでおり、建替えまたは改修をする場合
は採算に合わない。
・既存の施設は市内中心より外れてい
る。
・市内中心部に複合商業施設があるが、
空きテナントが増えている。

【改善目的】
・これまでの既存の考えから発想を変え
ていきたい。まずは県北中心部にある三
次市を福祉の拠点として、他県で前例な
い街づくり計画（失業率・生活保護受給
率が全国で最も低い県を目指した改革）
の第１歩にしていく。

【提案】
・民間複合商業施設内へ学校を移転する
ことで、建替コストとアクセスの解消・
商業施設の活性化に繋げる。
　※距離半径１キロ以内に駅・バス停・
広島県三次庁舎・ハローワーク・市役
所・金融機関等）
　※人件費コストは、市内の社会福祉法
人に依頼をすれば派遣可能なため予算を
抑えられる。

30～32

　県北地域について、三次高等技術専門校の中
長期的な運営の継続は困難な状況である一方
で、民間教育訓練機関の設置がほぼなく、求職
者のセーフティネット機能や地域産業への人材
供給・定着機能の維持・継続が重要であること
から、同地域の訓練拠点や、今後実施すべき訓
練分野と手法等を継続検討するとともに、地域
の産業界から訓練継続の要望がある自動車整備
科については、地域の行政機関や関係団体等と
連携し、計画期間前半の２年間において、令和
10年度までの入校状況や令和９年度までの修了
生に係る就職状況等を踏まえ、同科の令和11年
度以降の運営方針を含め、同職種分野における
今後の人材育成のあり方や育成した人材が地域
に定着する仕組みづくりなどを検討していくこ
ととし、計画に反映します。



番号 意見の内容 対応方針 該当頁

27

　弊社は自動車整備業であるが、三次地
域には高等技術専門校に代わる教育施設
は無く、現状では自動車整備士20人のう
ち６人がこちらの卒業生であり、貴重な
人材となっている。
　自動車整備士の絶対数が不足している
現状において、地元にこの施設があるこ
とが県北の事業者の整備士供給源として
非常に重要になっている。広島市内及び
瀬戸内沿岸地域では民間の教育機関が存
在するが、県北エリアにはない。そのこ
とは地域事業者の人材確保にとって非常
に不利な状況になる。一旦、エリア外に
出るとそちらでの就職が多くなって県北
エリアへの就職を阻んでいる原因でもあ
る。
　そのような状況を踏まえて頂き、何ら
かの形での支援を希望する。公共交通機
関が限られる県北エリアでは、自動車整
備業は地域を支える重要なインフラと
なっている。今後の事業を継続する前提
で人材の確保無くして成り立たない。中
山間地域にこそ必要な施設であると思
う。
　経済的・コスト的な合理性だけで物事
を決定されると県北エリアには何も無く
なるのではないか。

28

　自動車整備科については、訓練機器の
移設期間を確保するとあるが、是非三次
市内またはその近郊での移設・継続をお
願いしたい。

29

　施策の基本的な考え方に示された取組
が行われる前に、「施設としては令和11
年度末に廃止します。」は違和感があ
る。

30

　実施体制の見直しに係るスケジュール
が記載されているが、このスケジュール
でいくと、技術短期大学校はすでに募集
停止となっている。
　このスケジュールとするならパブリッ
クコメントは１年以上前に実施されるべ
きものではないか。パブリックコメント
は形だけのパフォーマンスであり、計画
ありきで進めているのではないか。
　何のためのパブリックコメントである
か良く考え、県民の意見を反映した計画
の策定を要望する。

　パブリックコメントの実施時期につきまして
は、最終的な意思決定を行うまでに計画等の原
案を公表し、意見を求めることとなっておりま
す。
　御意見をいただきました技術短期大学校の募
集停止につきましては、計画策定後にその時期
を判断することとしております。 32

　県北地域について、三次高等技術専門校の中
長期的な運営の継続は困難な状況である一方
で、民間教育訓練機関の設置がほぼなく、求職
者のセーフティネット機能や地域産業への人材
供給・定着機能の維持・継続が重要であること
から、同地域の訓練拠点や、今後実施すべき訓
練分野と手法等を継続検討するとともに、地域
の産業界から訓練継続の要望がある自動車整備
科については、地域の行政機関や関係団体等と
連携し、計画期間前半の２年間において、令和
10年度までの入校状況や令和９年度までの修了
生に係る就職状況等を踏まえ、同科の令和11年
度以降の運営方針を含め、同職種分野における
今後の人材育成のあり方や育成した人材が地域
に定着する仕組みづくりなどを検討していくこ
ととし、計画に反映します。

30～32
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31

　広島県は製造業が強い地域だからこ
そ、工場現場で培われた「改善」「安
全」「情報共有」「可視化」の文化を、
地域ＤＸや人材育成にも活かせる可能性
があると感じている。

　ＡＩやＤＸも、高度なＩＴ化だけでは
なく、
・現場知識の継承
・属人化防止
・高齢者でも使いやすい仕組み
・小さな改善の積み重ね
といった”現場で使えるＤＸ”が重要で
はないか。

　特に大竹市のような地方都市では、
・市民との距離が近い
・現場の声が届きやすい
・小回りが利く
という強みがあり、製造業起点の「対話
型スマートシティ」のような形を目指せ
る可能性があると思う。

　ＬＩＮＥ活用やＡＩによる情報整理、
防災連携、現場知識のデジタル保存な
ど、小さくても実践的なＤＸを積み重ね
ることで、地域産業と暮らしの両方を支
える人材育成につながることを期待して
いる。

　御意見のとおり、社会全体でＤＸを推進する
ためには、ＤＸの進展段階に応じた人材育成が
必要となり、高度な技術を身に付け、開発する
人材だけでなく、各現場において、課題解決の
ためにデジタル機器等を活用できる人材を育成
することが重要になると認識しております。
　このため、本県の公共職業訓練の実施にあ
たっては、施設内で実施する訓練や委託訓練に
おいて、プログラミングやシステム開発に携わ
ることができる人材や、現場に導入されたデジ
タル機器・ＩｏＴ環境等に対応できる人材を育
成してまいります。
　併せて、企業の在職者に向けて、現場でのデ
ジタル機器の利活用や自動化、データ分析等を
先導できる人材となるために必要な知識や技能
を習得できる訓練を実施してまいります。

‐

※　いただいた御意見の内容は、原文を一部要約した上で、類似の御意見を項目ごとに集約しています。


